
 

● 介護保険施設への入所 

○ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人に対して、日常生活上の支援や介護を行い

ます。 
 

サービス費用のめやす（1か月につき） 

  【多床室の場合】 

要介護１～５ 

２１８,５６０円 ～ ３１７,９４０円 → ２１,８５６円 ～ ３１,７９４円 

【ユニット型個室の場合】 
要介護１～５ 

２４９,０３０円 ～ ３４９,４９０円 → ２４,９０３円 ～ ３４,９４９円 
 
※食費・居住費・日常生活費は、実費分として別途費用がかかります。 
 
チェックポイント 

 入所の申し込みは、各施設に直接行ってください 

（新規入所は原則として要介護３以上の方が対象となります。ただし、要介護１・２

の方で、やむを得ない事情により在宅生活が困難と判断された場合は、特例的に入居

申込ができます。） 

 所得の少ない方については、食費・居住費（滞在費）の減額制度（２０ページ）や、

社会福祉法人等による軽減制度（２１ページ）があります。 

 

 
 
 
○ 介護老人保健施設 

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを

行います。 
 
サービスのめやす（1か月につき） 

【多床室（基本型）の場合】 

要介護１～５ 

２９９,５７０円 ～ ３７４,０４０円 → ２９,９５７円 ～ ３７,４０４円  

【ユニット型個室（基本型）の場合】 
要介護１～５ 

３０２,３３０円 ～ ３７６,１１０円 → ３０,２３３円 ～ ３７,６１１円 

※食費・居住費・日常生活費は、実費分として別途費用がかかります。 

 

チェックポイント 

 入所の申し込みは、各施設に直接行ってください。 
 
 所得の少ない方については、食費・居住費（滞在費）の減額制度（２０ページ）が

あります。 

 

 

 

 

 



 

○ 介護療養型医療施設（療養病床等） 
長期の療養を必要とする人に対して、介護や必要な医療などを行います。 

 
 
サービス費用のめやす（1か月につき） 

【多床室の場合】 

要介護１～５ 

２４９,３３０円 ～ ４０５,７９０円 → ２４,９３３円 ～ ４０,５７９円  

【ユニット型個室の場合】 

要介護１～５ 

２５６,１３０円 ～ ４１２,５９０円 → ２５,６１３円 ～ ４１,２５９円 

※食費・居住費・日常生活費は、実費分として別途費用がかかります。 

 

 チェックポイント 

 入所の申し込みは、各施設に直接行ってください。 

 所得の少ない人については、食費・居住費（滞在費）の減額制度（２０ページ）が 

あります。 

 

※令和５年４月１日現在、船橋市にはありません。 

 
 
 
 
 
○ 介護医療院 
 長期の療養を必要とする人に対して、医療と日常生活上の世話（介護）を行います。 
 
サービス費用のめやす（1か月につき） 

【多床室の場合】 

要介護１～５ 

３００,９９０円 ～ ４８３,６５０円 → ３０,０９９円 ～ ４８,３６５円 

 【ユニット型個室の場合】 

要介護１～５ 

３０６,７８０円 ～ ４８９,４４０円 → ３０,６７８円 ～ ４８,９４４円 

※食費・居住費・日常生活費は、実費分として別途費用がかかります。 

 

チェックポイント 

 入所の申し込みは、各施設に直接行ってください。 

 所得の少ない人については、食費・居住費（滞在費）の減額制度（２０ページ）が

あります。 

  

※令和５年４月１日現在、船橋市にはありません。 

 

 

 


